
総務厚生
委 員 会

　

審
査
に
お
け
る
主
な
質

疑
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆ 

議
第
67
号

　

高
山
市
税
条
例
の
一
部

　

改
正
（
猶
予
制
度
の
見

　

直
し
と
社
会
保
障
・
税

　

番
号
制
度
マ
イ
ナ
ン
バ

　

ー
導
入
に
よ
る
申
告
手

　

続
き
等
の
改
正
）

論
点
①

猶
予
制
度
の
見
直
し
の
影

響
と
今
後
の
対
応

問
猶
予
制
度
の
見
直
し
の

目
的
は
。

答
納
税
者
の
負
担
軽
減
と

早
期
か
つ
的
確
な
納
税
の

履
行
を
確
保
す
る
た
め
行

う
も
の
で
あ
る
。

問
納
税
し
や
す
い
環
境
と

な
る
の
か
。

答
担
保
が
不
要
な
場
合
が

50
万
円
以
下
か
ら
１
０
０
万

円
以
下
に
広
が
る
の
で
、

納
税
者
の
負
担
軽
減
と
な

り
、納
税
し
や
す
い
環
境

と
な
る
。

問
徴
収
猶
予
が
適
用
さ
れ

る
災
害
等
に
つ
い
て
の
判

断
基
準
は
。

答
経
済
状
況
な
ど
を
踏
ま

え
、
総
合
的
に
判
断
す
る
。

論
点
②

情
報
管
理
の
体
制
と
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
制
度
に
対
す
る

対
応

問
市
の
情
報
管
理
の
考
え

方
は
。

答
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
人

的
、
物
的
な
面
か
ら
情
報

保
護
の
徹
底
に
努
め
る
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
入

は
本
人
の
意
思
で
あ
り
、

記
入
が
な
く
て
も
受
付
を

す
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
の
内
容
や
対
応
に
つ
い

て
は
、
市
民
に
し
っ
か
り

周
知
す
る
。

◆
議
第
68
号

　

高
山
市
国
民
健
康
保
険

　

条
例
の
一
部
改
正
（
保

　

険
料
の
賦
課
（
ふ
か
）

　

限
度
額
の
引
上
げ
や
軽

　

減
判
定
基
準
の
拡
大
、

　

国
保
会
計
の
財
政
基
盤

　

強
化
）

論
点
①

賦
課
限
度
額
や
軽
減
判
定

基
準
の
改
正
に
よ
る
市
民

や
国
保
会
計
へ
の
影
響　

問
条
例
改
正
に
伴
う
市
民

へ
の
影
響
は
。

答
賦
課
限
度
額
の
改
正

は
、
給
与
収
入
で
約
１
，

０
１
０
万
円
以
上
、
年
金

収
入
で
約
１
，０
０
０
万
円

以
上
の
高
所
得
者
に
影
響

が
あ
り
、
保
険
料
と
し
て

は
約
１
，０
０
０
万
円
増
加

す
る
。

　

軽
減
判
定
基
準
拡
大
の

影
響
に
つ
い
て
は
、
５
割

軽
減
の
対
象
が
１
１
０
世

帯
増
え
、
２
割
軽
減
の
対

象
が
36
世
帯
増
え
る
見
込

み
で
あ
る
。

論
点
②

国
保
会
計
の
財
政
基
盤
強

化
策
の
ね
ら
い
や
背
景

問
財
政
基
盤
強
化
策
の
内

容
や
ね
ら
い
は
。

答
市
町
村
が
拠
出
金
を
出

し
合
う
こ
と
で
、
共
同
で

国
保
会
計
に
与
え
る
影
響

を
平
準
化
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
国
の
支
援
が
こ

れ
ま
で
の
特
例
措
置
か
ら

恒
久
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。

　

国
が
打
ち
出
し
て
い
る

国
保
の
広
域
化
を
踏
ま
え

た
取
り
組
み
で
あ
る
。

そ
の
他

国
保
会
計
全
般
に
つ
い
て

問
市
民
の
負
担
軽
減
に
な

る
よ
う
他
の
施
策
が
必
要

で
は
な
い
か
。

答
国
は
持
続
可
能
な
制
度

と
し
て
今
後
も
維
持
す
る

た
め
に
制
度
改
革
を
行
い
、

平
成
30
年
度
か
ら
の
広
域

化
に
向
け
て
準
備
し
て
い

る
。
今
年
度
か
ら
一
般
会

計
か
ら
繰
り
出
し
た
一
部

を
国
が
補
て
ん
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。
市
と
し
て

は
、
国
の
動
き
に
沿
っ
た

制
度
運
用
を
行
う
。

◆
議
第
69
号

　

高
山
市
介
護
保
険
条
例

　

の
一
部
改
正
（
低
所
得

　

者
の
保
険
料
を
平
成
27

　

年
度
28
年
度
減
額
）

論
点
①

保
険
料
減
額
に
よ
る
影
響

と
今
後
の
対
応

問
減
額
の
対
象
者
は
。

答
約
２
，８
８
０
人
で
あ

る
。

問
減
額
が
２
年
間
の
理
由

と
平
成
29
年
度
以
降
の
保

険
料
は
。

答
消
費
税
８
％
へ
の
引
上

げ
に
伴
い
、
低
所
得
者
へ

の
負
担
軽
減
と
し
て
減
額

す
る
。
平
成
29
年
度
以
降

に
つ
い
て
は
、
消
費
税

10
％
へ
の
引
上
げ
を
見
据

え
、
更
な
る
軽
減
措
置
を

国
が
行
う
予
定
で
あ
り
、

国
の
動
き
に
合
わ
せ
市
も

対
応
し
た
い
。

問
平
成
27
年
度
当
初
予
算

と
の
関
係
は
。

答
国
の
改
正
が
４
月
に
な

っ
た
た
め
、
条
例
改
正
が

こ
の
時
期
に
な
っ
た
が
、

当
初
予
算
に
は
見
込
ん
で

い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
審
査
の

結
果
、
議
第
67
号
、
69
号

は
全
員
一
致
で
、
ま
た
、

議
第
68
号
は
起
立
採
決
に

よ
り
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し

た
。
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